
大綱基本方針

　この施策の実施にあたっては、「第５次行田市総合振興計画」の目標数値を念頭に、
市内小中学校をはじめ関係機関・団体との密接な連携を図るとともに、広く市民の理解
と協力を得ながら、これを積極的に推進します。

行田市教育委員会

　行田市教育委員会は、「行田市教育大綱」に基づき、時代の要請や社会の変化を的確
にとらえ、積極的かつ柔軟に教育を執り行うため、平成２９年度の教育行政重点施策を
８つの大綱基本方針ごとに決定しました。

１　家庭・地域の教育力向上と幼児教育への支援

２　確かな学力と生きる力をはぐくむ学校教育の推進

３　学びの環境にあふれる生涯学習の推進

４　スポーツと文化・芸術活動の振興

５　歴史と文化を大切にする教育の推進

６　思いやりのある青少年の育成

７　知的資源を生かした教育の推進

８　一人ひとりの人権を尊重した教育の推進

平成２９年度 

 行田市教育行政重点施策 

 大綱基本理念 

未来をひらく人材と文化をはぐくむまちづくり 



○行田市保幼小連絡協議会との連携

○子育てサポーター養成講座の開催
○子育て講座の開催
○放課後子ども教室の開催
○子ども大学ぎょうだの開催

○「子ども読書活動推進計画」に基づく事業の実施 【図書館】

② 幼児教育への支援
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　家庭はすべての教育の出発点であることから、保護者に対し、家庭教育について
の情報や学習機会を提供し、相談支援体制を充実するとともに、地域住民に対し、
地域ぐるみで子どもをはぐくむ意識の啓発を図ります。
　幼児期は、人間形成の基礎が養われる時期であり、幼児教育は、同世代との集団
生活を通じ、基本的な生活習慣や社会性を身に付けるための重要な位置を占めてい
ることから、家庭・学校・地域との連携をより一層深め、幼児一人ひとりの個性に
応じた指導を推進するとともに、市内の保育所・幼稚園・小学校が密接に連携し、
一貫した幼児教育の充実を図ります。

家庭教育と幼児教育への支援

① 家庭や地域の教育力の向上

【学校教育課】

【ひとつくり支援課】

重点施策  ○主要事業（☆新規） 

基本方針１ 

家 庭 ・ 地 域 の 教 育 力 向 上 と 幼 児 教 育 へ の 支 援 



○小・中学校全学年における少人数学級編制(３５人以下学級)
○パワーアップサポーターの配置
○小学校英語活動及び小・中英語教育連携の推進
○学力向上推進委員会の充実
○小・中一貫教育事業の推進
☆行田版うきしろ学力調査の実施
☆「家庭学習のすすめ」ダイジェスト版の作成

○食育の積極的推進   
○地場産物を利用した献立の推進
○多子世帯学校給食費給付事業の実施

○教師の教育力の向上を図る教育研修センター研修事業の充実 【教育研修ｾﾝﾀｰ】

○特別支援教育推進事業の充実

○教育研修センター教育相談事業の充実
○特別支援教育推進事業の推進
○早期療育事業の充実
○臨床心理士による市内小学校への巡回支援の推進   　
○発達障害・情緒障害及び難聴・言語障害通級指導教室の充実

○中学校社会体験チャレンジ事業の推進
☆オリジナル足袋作成体験事業

○学校応援団との連携　○寺子屋事業の推進　
☆手づくりコンサート

☆コミュニティ・スクール事業の推進

○行田市立中学校事故調査検討委員会の提言への取組（事故対応モデルの活用）

○衛生管理・安全管理・安全指導の徹底及び放射能測定の実施

○中学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事及び設計業務
○学校図書の充実　　

○移動図書館の実施
○「行田市立図書館を使った調べる学習コンクール」の実施
☆「学校図書館支援員」派遣事業の実施
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3

　子どもたちの生きる力（学力、規律ある態度、体力）の育成を目指し、少人数
によるきめ細かな指導や、地域と連携した多様な体験学習、食育の推進などを通
じて、子ども一人ひとりが自ら学び、考え、判断し、行動できる自立した個人と
して、心豊かにたくましく生き抜く力をはぐくむ教育を推進します。
　子どもたちを取り巻く社会環境が激しく変化していることを踏まえ、時代の変
化に対応した多様な教育内容と教育環境の充実を図るとともに、安心・安全な環
境の中で、児童・生徒が学びへの意欲にあふれ、学力とともに豊かな人間性をは
ぐくむ学校教育を推進します。

1 生きる力をはぐくむ教育内容の充実

① 確かな学力の育成

② 心身の健康づくりと体力の向上

③ 教育力の向上

魅力ある教育環境づくりの推進

① 個々の特性に応じた教育の推進

① 校内・通学路の安全確保

② 学校施設・設備の整備・充実

② ふるさと教育の充実

③ 地域との交流の推進

安全で快適な学校づくりの推進

【図書館】

【学校教育課】

【教育研修ｾﾝﾀｰ】

【学校教育課】

【学校教育課】

【学校教育課】

【学校教育課】

【教育総務課】

【学校給食ｾﾝﾀｰ】

基本方針２ 

確かな学力と生きる力をはぐくむ学校教育の推進 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



○行田市民大学の開催
○行田市まちづくり出前講座の充実
○生涯学習情報紙「はすやぐら」の発行

○移動図書館を利用したあらゆる世代への読書活動の推進
○大人のための朗読会の実施

○生涯学習推進のための調査検討

○行田市生涯学習ボランティア人財情報バンクの充実

○図書館障がい者サービスの充実
○読み聞かせボランティア養成の実施

○忍・行田公民館整備事業

○図書館資料の整備・充実

　市民の自発的な生涯学習活動を促すとともに、市民自らが積極的に生涯学習活動
を企画運営していく機会の充実や仕組みづくりを推進します。
　「いつでも、どこでも、だれでも、何度でも」生涯学習活動に取り組むことがで
きる環境を充実させ、市民一人ひとりが学びを通して得た力を地域づくりに生かせ
るまちづくりを推進します。

生涯学習機会の充実

生涯学習によるまちづくりの推進

生涯学習支援体制の充実
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①

生涯学習活動の推進

②

③

【ひとつくり支援課】

【図書館】

【ひとつくり支援課】

【ひとつくり支援課】

【図書館】

生涯学習拠点の機能強化④
【中央公民館】

【図書館】

基本方針３ 

学 び の 環 境 に あ ふ れ る 生 涯 学 習 の 推 進 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



○ウオーキング事業の実施
○市民体育祭の開催
○鉄剣マラソン大会の開催
○駅伝競走大会の開催
○ラジオ体操の普及、啓発

○行田市体育協会との連携
○各地区体育協会及び各種目別競技団体への支援
○各種スポーツ大会におけるボランティア制度の活用
○行田市スポーツ推進委員協議会への支援
○指導者研修会（救急救命実技講習会）の開催

○体育施設指定管理者との連携協力
☆総合体育館非構造部材等耐震改修工事
　及び照明器具のLED化

○公募行田市美術展の開催
○行田市文化祭・レインボーフェスティバルの開催

○行田市文化団体連合会との連携

○文化施設指定管理者との連携協力

【ひとつくり支援課】

【ひとつくり支援課】

③ スポーツ施設の整備・充実

② 各団体への支援及び連携と指導者の育成

②

③ 文化施設の整備・充実

【スポーツ振興課】

【スポーツ振興課】

【スポーツ振興課】

文化・芸術団体への支援と人材育成

【ひとつくり支援課】
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① 文化・芸術活動の推進

文化・芸術活動の振興

　市民の健康の保持増進を図るため、だれもが継続的に参加しやすいスポーツ活動
を促進するとともに、多様化するスポーツニーズに対応できるよう、専門性の高い
指導者の育成を推進します。
　心の豊かさや生きがいを求める市民が増加する中、文化芸術への関心が高まり、
鑑賞するだけではなく、自主的・主体的に活動を展開する人が増えていることを踏
まえ、いつでも気軽にスポーツや文化・芸術活動に親しむことができ、心とからだ
の健康が維持できる環境づくりを推進します。

1

①

スポーツ・レクリエーションの振興

スポーツ・レクリエーション活動の推進

基本方針４ 

ス ポ ー ツ と 文 化 ・ 芸 術 活 動 の 振 興 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



○埋蔵文化財の発掘調査及び出土品整理
○埋蔵文化財の発掘出土品の展示公開

○博物館資料の調査・収集・整理・保存

○文化財の指定や適正な保護・管理

○行田市史「考古」の刊行準備

○体験学習会等の開催

○伝統文化活動への支援
○文化財ボランティアの育成

○博学連携事業の推進
○企画展等の開催
○ミュージアム通信・図録等の発行

☆開館30周年記念事業の実施

○埼玉古墳群保存整備・世界遺産登録の支援・連携
☆旧忍町信用組合店舗の移築・改修・復原
☆「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」
　日本遺産認定に伴う事業の推進

【文化財保護課】

【文化財保護課】

②

③ 市史編さんの推進

伝統文化の継承

【文化財保護課】

文化財の保護及び愛護意識の啓発
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　本市には、国宝や国指定重要文化財などの文化財や郷土芸能など、地域に息づく
さまざまな伝統文化が残されており、先人の守り伝えてきたこれら郷土の歴史と文
化を学び、それを次代に伝承・発展させていきます。
　本市の歴史・文化遺産を大切に保存・活用しながら、市民が郷土に誇りや愛着が
持てるまちづくりを推進します。

文化財・伝統文化の保存と継承

①

【郷土博物館】

【文化財保護課】
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①

②

歴史・文化を生かしたまちづくりの推進

歴史・文化資源の活用によるまちづくりの推進

ふるさと意識の醸成

○国登録有形民俗文化財「行田の足袋製造
　用具及び製品」資料整備事業の実施

【郷土博物館】

【文化財保護課】

【郷土博物館】

基本方針５ 

歴 史 と 文 化 を 大 切 に す る 教 育 の 推 進 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



○中学生海外派遣研修事業

○ジュニア・リーダー研修会の開催
○新成人を祝う会の開催
○ぎょうだこどもまつりの開催
○小学生サマーキャンプの開催
○子ども情報誌「わくわくネット」の発行
○郷土かるた大会の開催
○少年の主張大会の開催
○忍藩子ども塾の開催

○行田市青少年育成会連絡協議会への支援
○行田市子ども会育成連絡協議会との連携
○青少年の非行・被害防止全国強調月間における啓発活動

○生徒指導強化推進委員会・学校警察連絡協議会等活動の充実
○いじめ問題対策連絡協議会の充実
○いじめ・不登校対策事業の推進
○「行田版ケイタイ・スマホ家庭の約束」の推進
○ネットパトロールの推進
○さわやか相談員・スクールカウンセラーの活動の改善と充実
○学級集団アセスメントの実施

○スクールソーシャルワーカーの配置
○いじめそうだんホットラインの推進
○教育研修センター適応指導教室「ウイズ」の充実　　
○校内相談体制充実のための巡回教育相談の推進

② 健全な環境づくりの促進

【ひとつくり支援課】

【学校教育課】

【教育研修センター】

　本市では、青少年関連団体が市内全域に組織され、各種イベントやレクリエー
ション活動を通じて青少年の健全育成に寄与しており、今後、地域での活躍の場を
広げることにより、組織の活性化につなげるとともに、家庭・学校・地域のさらな
る連携により、協調性や思いやりの心を醸成しながら、地域で活躍できる青少年の
育成を推進します。

1 青少年の健全育成

① 青少年教育の充実

【学校教育課】

【ひとつくり支援課】

基本方針６ 

思 い や り の あ る 青 少 年 の 育 成 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



【ひとつくり支援課】

○教員研修充実のための埼玉県立総合教育センターの活用と連携の充実

【教育研修センター】

○「行田市民大学」及び「子ども大学ぎょうだ」の開催における
　ものつくり大学との連携

　本市には、埼玉県立進修館高等学校、ものつくり大学、テクノ・ホルティ園芸専
門学校、さらには教職員の資質向上を目的とした埼玉県立総合教育センターといっ
た個性のある高等教育機関等が立地し、優れた技術や情報、人材等のさまざまな資
源を有していることから、今後ともこれら機関とのさらなる交流・連携を進め、未
来の行田を担う人材を育成するまちづくりを推進します。

1

①

②

高等教育機関や埼玉県立総合教育センターとの連携

高等教育機関と地域社会との交流促進

児童生徒の「生きる力」の向上を図る教職員研修の充実

基本方針７ 

知 的 資 源 を 生 か し た 教 育 の 推 進 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 



○行田市小・中学校人権教育推進委員会の充実

○行田市人権教育推進協議会の充実

○校長・教頭・教職員研修会の充実

○人権教育校内研修の充実

○行田市人権教育講演会の開催

○社会人権教育事業の推進と充実（啓発活動）

○同和対策集会所事業の充実

【学校教育課】

③ 人権教育資料の作成
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3 社会人権教育の推進

学校人権教育の推進

① 教職員人権教育研修の充実

【学校教育課】

【ひとつくり支援課】

　すべての市民の人権が尊重される社会の実現に向けて、人権を正しく理解し、認
識できるよう、人権教育のさらなる推進を図るとともに、一人ひとりの人権意識が
向上し、明るく心ふれあうまちづくりを推進します。

1 人権教育推進体制の充実

①

② 人権教育推進協議会の充実

行田市小・中学校人権教育推進委員会の充実

【学校教育課】

【ひとつくり支援課】

【ひとつくり支援課】

【ひとつくり支援課】

② 人権教育校内研修の充実

① 社会人権教育事業の推進と充実

② 同和対策集会所事業と管理運営の充実

基本方針８ 

一 人 ひ と り の 人 権 を 尊 重 し た 教 育 の 推 進 

重点施策 ○主要事業（☆新規） 


